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■まえがき 

 

 大橋川周辺まちづくりは、水都松江の市街地を含み、斐伊川水系の大橋川、天神川、朝酌

川の流域にわたって、治水対策、環境保全、景観保全、まちの活性化という課題を解決する

ための歴史的大プロジェクト事業である。 

２１世紀の日本の河川整備、まちづくりのモデルとなる本事業を遂行するために、国、島

根県、松江市の行政三者は、平成１７年１１月に大橋川周辺まちづくり検討委員会（以下「検

討委員会」）を設置した。検討委員会にもとめられたのは、大橋川周辺まちづくりの理念を

定める「大橋川周辺まちづくり基本方針」とこれを実現するための「大橋川周辺まちづくり

基本計画」の策定である。 

 検討委員会は、平成１７年から１８年にかけて「大橋川周辺まちづくり基本方針（委員会

案）」を策定し、行政三者に提案した。行政三者は、これを受けて、平成１８年１２月に「大

橋川周辺まちづくり基本方針」を定めた。検討委員会は、これを踏まえ、平成１９年から「大

橋川周辺まちづくり基本計画」の策定に着手した。 

 本「大橋川周辺まちづくり基本計画」は、検討委員会が「大橋川周辺まちづくり基本方針」

に示された大橋川周辺まちづくりの理念をどのように実現するかという課題に対し、検討委

員会の責任において「基本計画」として示すものである。 

この計画の内容は、引き続いて検討される大橋川周辺のまちづくりと一体となった大橋川

改修計画、斐伊川水系河川整備計画および大橋川改修と一体となった背後地の整備計画等、

大橋川周辺のまちづくりを具体化するための諸計画・諸施策の内容に反映される。 

 検討委員会は、本計画を、今後の大橋川周辺まちづくりや松江全体のまちづくりのために、

松江市民にとどまらず、島根県民あるいは関心をもつすべての人々が議論の基礎とし、また

行政諸機関においては、今後策定する諸計画・諸施策の基礎とするよう、ここに提出する。 

 

   平成 21年 月 

 

                        大橋川周辺まちづくり検討委員会 
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1 大橋川周辺まちづくり検討委員会の組織と計画策定の手順 

 

「大橋川周辺まちづくり基本方針」および「大橋川周辺まちづくり基本計画」の策定を行

う大橋川周辺まちづくり検討委員会は、平成１７年１１月に、国、島根県、松江市の行政三

者によって組織された。 

委員会は、1-3 ページに示すように、学識経験者や関係団体の代表者による委員によって

構成されている。 

検討委員会は、下部組織として、景観専門委員会を含む。大橋川周辺まちづくりにとって

景観は大きな課題である。景観専門委員会は、これを専門的に検討し、「大橋川沿川の景観

形成に関する整備方針」を検討委員会に示して、「基本計画」に反映させることを課題とし

た。 

検討委員会では、作業部会を組織し、「基本計画」の原案づくりの作業を行った。作業部

会は、平成１８年１２月に策定された「基本方針」を具体化するために必要な条件を検討し、

行政三者と調整しながら、景観専門委員会からの報告を受け、また、「市民意見交換会」や

さまざまな機会で提出された市民の意見を考慮しつつ、検討委員会にも諮りながら、「基本

計画（案）」を作成するという手続きをとった（付図：「「大橋川周辺まちづくり基本計画」

策定の経緯と今後の手順」を参照）。 

検討委員会は、「基本計画（案）」を作成する過程で、「大橋川改修に関する環境検討委員

会」での検討内容の報告を、また、大橋川改修の前提となる治水関係の検討項目については、

「大橋川改修技術検討懇談会」からの報告を受けた。とくに後者は、大橋川周辺まちづくり

の前提となる改修の手続きを示したものである。本「基本計画」では、そこで示された大橋

川周辺の洪水対策との整合性を図りつつ、洪水対策を環境・景観・まちの活性化という要素

と調和させるという課題を実現することを目指した。 

このような手順によって委員会の責任において策定する本「基本計画」は、「基本方針」

で示されたまちづくりの基本理念を実現するための基本的な手続きを示す。この手続きは、

今後検討される「大橋川周辺のまちづくりと一体となった大橋川改修計画」、「斐伊川水系河

川整備計画」および「大橋川改修と一体となった背後地の整備計画」等、大橋川周辺のまち

づくりを具体化するための諸計画・諸施策の内容に反映される。 
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大橋川周辺まちづくり検討委員会について 

 大橋川は、城下町松江の市街地の中央を流れ、宍道湖と中海を結ぶ、一級

河川斐伊川の一部で国土交通省の直轄河川です。 

 松江市はこれまで幾度となく水害に見舞われ、大きな被害を受けてきまし

た。昭和４７年の大水害の教訓を生かし、水害に強い、安全で安心なまちづ

くりを進める必要があります。 

 松江市は、大橋川、宍道湖、中海により醸し出される豊かな水辺空間を有

し、美しい景観や伝統的な歴史文化を備える国際文化観光都市です。 

 大橋川の改修については、平成１６年１２月に計画の骨格となる｢大橋川改

修の具体的内容｣が公表されたところであり、今後、治水、環境、景観、水辺

の利活用、周辺のまちづくりなど様々な視点から大橋川の改修を検討する必

要があります。この大橋川の改修を契機にまちづくりを行うことは、松江の

魅力を高める絶好の機会であると考えています。 

 このため、学識経験者や関係団体の代表者から構成される｢大橋川周辺まち

づくり検討委員会｣を設立し、大橋川周辺のまちづくりや景観や水辺の利活用

等について検討していただき、提言を｢まちづくりと一体となった大橋川改修

の具体的計画内容｣に反映させていきます。  

(１) 景観に配慮した護岸や橋梁等の水辺環境に関すること 

(２) 土地利用を中心としたまちづくりに関すること 

(３) 沿川地域の活性化に関すること 

(４) その他必要な事項  

設立趣旨 

検討事項 
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■委員構成 ＜大橋川周辺まちづくり検討委員会＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敬称略 氏名五十音順 ◎は委員長、○副委員長   

     

■委員構成 ＜景観専門委員会＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

敬称略 氏名五十音順 ◎は委員長   

 

委員氏名 所  属  

荒木 智珂子 元松江商工会議所女性会会長  

有光 礼子 元島根県景観アドバイザー（建築設計）  

飯野 公央 島根大学法文学部准教授  

泉   彬 松江商店会連合会会長  

大谷 厚郎 島根県旅客自動車協会会長  

太田 紀道 くにびき農業協同組合代表理事組合長 H18 年 6 月まで 

井上 嘉保留 くにびき農業協同組合代表理事組合長 H18 年 6 月から 

○門脇 光男 松江市町内会・自治会連合会会長  

岸井 隆幸 日本大学理工学部教授  

木村 一郎 松江工業高等専門学校環境・建設工学科准教授 H20 年 3 月まで 

桑子 敏雄 東京工業大学大学院社会理工学研究科教授  

木幡 修介 松江市文化財保護審議会会長  

後藤 裕志 元松江青年会議所顧問  

坂田 俊之 日本技術士会 中･四国支部副支部長 H18 年 6 月まで 

◎島田 雅治 島根大学名誉教授  

林   英教 元松江旅館ホテル組合組合長  

○布野 修司 滋賀県立大学環境科学部教授  

丸   磐根 松江商工会議所会頭  

皆美 健夫 元松江観光協会会長  

委員氏名 所  属  

藤岡 大拙 島根県立大学短期大学部名誉教授  

藤田 光一 国土技術政策総合研究所河川環境部環境研究官  

坂田 俊之 日本技術士会 中･四国支部副支部長 H18 年 6 月まで 

◎布野 修司 滋賀県立大学環境科学部教授 H18 年 2 月から 

松本 修宗 島根県景観アドバイザー（造園修景）  

吉田  薫 島根県景観アドバイザー（土木）  
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■付図：「大橋川周辺まちづくり基本計画」策定の経緯と今後の手順 
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2 大橋川周辺まちづくり基本計画 

 

「大橋川周辺まちづくり基本計画」は、大橋川周辺まちづくりの全体像を常に考慮しつつ、

地区ごとのまちづくりへと進む手続きと方向性を示す。 

したがって、本計画が含むのは、①「大橋川周辺まちづくりの全体像」、②上流部、中流

部、下流部における「各地区の整備の骨格」（資料上では、中流部と下流部は合わせて示す）、

③「公共施設配置」、④「各地区の整備のポイント」、⑤景観専門委員会で示された各地区の

「景観像」、⑥「各地区の特性と整備の考え方」である。 

基本計画の中心となる「大橋川周辺まちづくりの全体像」は、大橋川周辺のまちづくりを

空間軸と時間軸の両方から捉えている。とくに時間軸では、長い歴史的な視野から、松江の

魅力を引き出すための全体像とした。 

各地区の整備の骨格では、整備の中核となる公共施設の配置を示した。 

本計画が上流部・中流部・下流部を区分し、その整備の骨格を別々に示す理由は、各地区

の特性および大橋川改修技術検討懇談会によって示された狭窄部の拡幅、築堤、川底の掘削

という大橋川改修の整備手順に応じるためである。 

整備の骨格および景観像が複数案含まれているのは、「基本方針」および「全体像」をふ

まえつつ今後進められる各地区の詳細な検討に資するためである。 

上流の狭窄部と下流の狭窄部における家屋移転を伴う拡幅が、背後地のまちづくりに大き

な影響を与える「白潟地区」と「朝酌地区」を含む地域等については、今後地区ごとの課題

を検討する組織によってひきつづき検討される必要がある。 

地区ごとの課題解決へ向けての話し合いでは、本「基本計画」の理念が活かされているこ

とを確認しつつ、地区の人々と十分に議論をしながら進める必要がある。 

とくに上流部のまちづくりに大きな影響を与える松江大橋および新大橋の架け替えは、上

流部のまちづくりの具体化を検討するなかで、議論を尽くすべき課題である。 
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2-1 大橋川周辺まちづくりの全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２
．
大
橋
川
周
辺
ま
ち
づ
く
り
基
本
計
画



 

 2-3

2-2 各地区の整備の骨格 

各地区の整備の骨格は、大橋川周辺まちづくり基本計画の中心である「大橋川周辺まちづくりの全体像」について、特に公共施設に特化して整理した。 
４つの回遊コースや特徴的な場所でのまちづくりの構想から、上流部については２案を示し、中下流部については１案を示す。 

1）上流部 

     上流部については、以下の２案を示す。 
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2）中下流部 
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2-3 公共施設配置 

公共施設配置は、「各地区の整備の骨格」に基づき、公園・緑地・港湾施設・道路について配置した。 
４つの回遊コースや特徴的な場所でのまちづくりの構想から、上流では基本案と背後地整備案の２案を、中下流では１案を整理した。 
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2-4 各地区の整備のポイント 

大橋川周辺を上流部、中流部、下流部に区分し、それぞれの特性に応じた整備を行うと同時に、全体の統一と調和を図ります。 

その際、大橋川だけでなく、大橋川から望むことのできる景観全体に最大限の配慮を払いつつ景観形成を行います。この場合、「景観形成」には、景観の保存、保全、創出、再生を含みます。 

基 本 方 針 

上流部：親水の景づくり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上流部 

①城下町の歴史や文化を
感じさせる佇まいとにぎ
わいに配慮したまちづく
りを行います。 

②大橋や柳並木の落ち着
いた風情を損なうことの
ないまちづくりを行いま
す。 
 
 

③城下町の歴史や文化を
感じさせる佇まいと都市
的なにぎわいとの調和を
実現する新しいまちづく
りを行います。 

④生活の佇まい、都市的な
にぎわいと憩い、中流部の
水郷風景のうるおいを大
切にするとともに、それら
の間のコントラストに配
慮したまちづくりを行い
ます。 

⑤水と人、川とまちの近さ
を活かしたまちづくりを
行います。 

⑥国際文化観光都市松江
に相応しい優れた視点場
の保全と創出を行います。

⑦それぞれの地域の間の
調和とつながりに配慮し
ます。 

伝統的街並みに配慮した
河岸とする 

柳並木の落ち着いた風情
と水辺の近さを大切にし
た河岸とする 

拠点となる親水空間を創

出する河岸とする 

連続した水辺空間である

ことを感じさせる河岸と

する 

水辺の近さを感じられる
河岸とする 

伝統的街並みを眺める場
の提供や、良好な視点場
に配慮した河岸とする 

水辺に点在する拠点等ス
ポットとなる場を結ぶ歩
行者動線を河岸につくる河岸形状 

護岸や階段などの利活用について、災害時の観点や、親水性と安全性の両立を考え検討する。 

大橋・新大橋 
大橋川の両岸を往来する南北の重要な歩行者動線として位置づける。夕日スポット、県立美術館、白潟公園、大橋、新大橋、くにびき大橋までをセットで捉え、散策しながら景観を楽しめる
よう配慮する。特に大橋のデザインは歴史・文化を感じさせる風情を大切にする。大橋の検討にあたり、歴代大橋の古い資料を活用。 

道路・交通 

－ 河岸沿いの道路は生活道
路として位置づけ、通行
規制を含め検討する 

河岸沿いは歩行者優先と
し、歩行者動線と車動線
を分離する等、道路網の
配置を検討する 

内環状道路を車の主動線とし、水辺は歩行者動線を中心に、通過交通の排除を検討する 
一方で、宍道湖側に駐車場を設けるなど人が集える工夫を検討する。 

大橋川の水の流れ、朝もや、夕日、水面の変化を楽しむための公園の配置を検討する。地域で暮らす人々や散策する人々が憩い、景観を楽しむための空間を随所に創出する。 

公園、緑地 － － 現存する源助公園の樹種

（桜）を含む植樹の検討

－ － － － 

港湾 
－ － 既存乗船場の活用等、効果的に水上交通の拠点づくり

を行う 
－ － 水上交通で地域間を結ぶ

拠点づくりを検討 

公

共

施

設 

舟だまり － － － 人々の生活と川とのかかわり（シジミ漁など）に配慮 － － 

背後の土地利用 
老舗旅館や飲食店等、松江の伝統である施設も構想の
重要なポイントとして位置づけ配慮する 

水辺を回遊する拠点とな
る空間を検討する 

－ － － － 

－ 面的整備を行い、大橋川
南岸に風情のある街並み
を創出する 

－ － － － 

市街地整備 

古地図、古絵図の活用 

土

地

利

用 

景観 
松江の歴史・文化・伝統
を感じさせる景観の保
全・再生 

優れた景観形成を誘導す
るための措置検討 

－ 中流部にかけての水郷風
景のうるおいを大切にす
る 

－ － － 

商業振興 
城下町としての風情を大切に伝統的な街並みを保全、
再生しながら活気ある商業地となるよう配慮する 

面的整備により商業振興
の核となる施設を創出す
る 

都市的な賑わいに併せ、
水辺を回遊できるよう配
慮する 

－ 良好な視点場を中心に商
業振興行われるよう配慮
する 

－ 

観光振興 
上流の４本の橋を散策しながら、城下町の風情や水辺の暮らしを感じられるよう、歩行者空間の整備と、随
所で休息・休憩、景観を楽しむ場の配置を検討する。 
夕日スポット、県立美術館、白潟公園とも連続した水辺空間を創出する。 

松江城・堀川遊覧と関連させる 良好な視点場を繋ぎ、水
辺沿いを散策できるよう
配慮する 

活

性

化 

水辺の利活用 大橋北詰も回遊コースのポイントとする 回遊コースのポイントを結ぶ、水辺ネットワークとして検討する 

その他 地元産の島石や如泥石（来待石）の利用・再利用を検討する。 

工事期間の短縮と工事中の影響を最小限にとどめる 
工事中の影響対策 

工事中も水辺を回遊できる空間が生きるように配慮する 

注）：－は、該当なしを表す 

 

大橋川周辺まちづくり基本計画の 

全体像 
－出雲国風土記のスケール感で繋ぐ、宍道湖・大橋川・中海の水辺回遊公園都市－ 

岸辺の回遊コース        

スポット：大橋 ● ● ●     

スポット：北岸のまちづくり ●       

スポット：南岸のまちづくり   ●     

まち歩き回遊コース        

水郷回遊コース        

 スポット：歴史・文化エリア        

水上回遊コース        

 

工事中の対策 ● ● ● ● ● ● ● 

 

① 
② 

③ 
④ ⑦ 

⑤ 
⑥ 

２
．
大
橋
川
周
辺
ま
ち
づ
く
り
基
本
計
画

２
．
大
橋
川
周
辺
ま
ち
づ
く
り
基
本
計
画
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大橋川周辺を上流部、中流部、下流部に区分し、それぞれの特性に応じた整備を行うと同時に、全体の統一と調和を図ります。 

その際、大橋川だけでなく、大橋川から望むことのできる景観全体に最大限の配慮を払いつつ景観形成を行います。この場合、「景観形成」には、景観の保存、保全、創出、再生を含みます。 

基 本 方 針 

中流部：遊水の景づくり 下流部：敬水の景づくり 
①河川・水路・農地・湿地（湿
性地）など、自然豊かな水郷を
活かした地域づくりを行いま
す。 

②人々の生活と川とのかかわり
（シジミ採り、魚釣り、散策等）
に配慮した河岸づくりを行いま
す。 

③嵩山、和久羅山などを望む、
のびやかで広がりのある景観を
保全します。 

①古代より受け継がれてきた地
域の歴史・文化を学び、敬い、
後世へ伝えていけるような河岸
と背後地の整備と景観形成を行
います。 

②人々の生活と川とのかかわり
（矢田の渡し、魚釣り、散策等）
に配慮した河岸づくりを行いま
す 

③河川・湖・農地・湿地（湿性
地）などが織りなす豊かな自然
を活かした河岸地域とします。

区   分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

自然豊かな水郷風景に配慮し
た河岸とする 

人々の生活と川とのかかわり
に配慮した河岸とする。 

水辺に点在する拠点等、スポ
ットとなる場を結ぶ歩行者動
線を河岸につくる 

多賀神社との関係、堤防と道
路との関係等、背後地整備に
配慮した河岸とする 

人々の生活と川とのかかわり
に配慮した河岸とする。 

白鳥が飛来する豊かな自然を
活かした河岸地域とする 

河岸形状 

護岸や階段などの利活用について、災害時の観点や、親水性と安全性の両立を考え検討する。 

道路・交通 
水辺は歩行者や自転車動線を中心とし、水辺を回遊できるよう配慮する 現在の交通機能は維持出来るよう配慮する。また、歩行者や自転車が水辺を回遊できるよう配

慮する。 

公園・緑地 
環境学習の場として活用する等、治水上有効な遊水機能の保全にも配慮しながら景観と自然環
境を損なうことのない整備を検討 

多賀神社の杜や、塩楯島の杜等、歴史的・文化的資産と、豊かな自然景観に配慮する。 
また、河岸の一部では、ヨシ帯の整備などを検討。 

港湾 水上交通で地域間を結ぶ拠点づくりを検討 

公

共

施

設 

舟だまり 
人々の生活と川とのかかわり
（シジミ漁など）に配慮 

－ － 人々の生活と川とのかかわり（シジミ漁など）に配慮 

背後の土地利用 － － － － － － 

－ － － － － － 
市街地整備 

古地図、古絵図の活用 

土

地

利

用 景観 
－ 多賀神社や矢田の渡し付近の

家並みを後世へ伝えるための
措置検討 

－ － 

商業振興 － － － － － － 

観光振興 良好な視点場を繋ぎ、水辺沿いを散策できるよう配慮する。また、矢田の渡しや水郷めぐりの周遊コースとの連携を検討する。 
活

性

化 水辺の利活用 環境学習の場としての活用を検討する 豊かな自然と、文化的・歴史的財産を活かした水辺空間を検討する 

その他 地元産の島石や如泥石（来待石）の利用・再利用を検討する。 

工事期間の短縮と工事中の影響を最小限にとどめる 
工事中の影響対策 

工事中も水辺を回遊できる空間が生きるように配慮する 

注）：－は、該当なしを表す  

 

 

 

大橋川周辺まちづくり基本計画の 

全体像 
－出雲国風土記のスケール感で繋ぐ、宍道湖・大橋川・中海の水辺回遊公園都市－ 

岸辺の回遊コース       

スポット：大橋       

スポット：北岸のまちづくり       

スポット：南岸のまちづくり       

まち歩き回遊コース       

水郷回遊コース       

 スポット：歴史・文化エリア    ● ●  

水上回遊コース       

 

工事中の対策 ● ● ● ● ● ● 

① 

② 

③

① 

② 

③ 

２
．
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2-5 景観像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パースはイメージであり、確定した堤防の基本形や整備内容を示すものではありません。
背後のまち並みは現状を基に描いています。 
治水、まちづくりの検討状況により、今後変わる可能性があります。 
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2-6 各地区の特性と整備の考え方 

 

「各地区の特性と整備の考え方」は、「大橋川周辺まちづくりの全体像」を常に考慮しつつ、各地区の特性を踏まえた議論を進めるための考え方を示す。なお、今後各地区ごとのまちづくりへと進む手続きの中では、地区

の人々と十分に議論をしながら進めるものとする。 

地区区分は、「基本方針」策定時における上流・中流・下流の区分を基本に、川と背後地の関係性を考慮し区分した。 
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3 計画の実現過程での設計・施工・維持管理についての留意点 

 

「大橋川周辺まちづくり基本方針」で示した理念および本「大橋川周辺まちづくり基本計

画」で示した内容について、その実現を設計・施工・維持管理段階まで継承するため、今後

留意すべき事項を整理する。 

 

１）関係の計画および地区ごとの計画を策定するにあたっては、他の諸施策・諸計画との

整合を図りながら、本計画で示した「大橋川周辺まちづくりの全体像」をつねに考慮

すること。 

 

２）実施にあたっては、つねに住民参加・市民参加の機会を工夫し、地域住民および一般

市民の意見をふまえ、地域の事情に配慮しながら進めること。 

 

３）上流部では別途委員会を立ち上げ大橋について十分に検討し、仮に架け替えとなった

場合には、工事期間の短縮と工事中の影響を最小限にとどめること。 

 

４）中下流部では、常に環境に配慮し、モニタリングを行いながら影響を最小限にとどめ

ること。 

 

５）公共施設の配置や堤防形状など、地域住民との協議を十分に行い、単調にならないよ

う、川づくりに工夫すること。 

 

６）理念が活かされているかどうか検討するためのフォローアップ体制をとること。 

３
．
大
橋
川
周
辺
ま
ち
づ
く
り
基
本
計
画 



 

 4-1

4 資料編 

【資料－１】大橋川周辺まちづくり基本方針 

大橋川周辺まちづくり検討委員会からの提案を受け、平成 18 年 12 月に国土交通省・島

根県・松江市により策定された「大橋川周辺まちづくり基本方針」を以下に示す。 
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【資料－２】委員会の経緯 

本委員会の検討経緯と、下部委員会である「景観専門委員会」での検討経緯をとりまとめた。 

平成 17 年 11 月 18 日、大橋川周辺の現状と課題について「大橋川周辺まちづくり検討委員会」と「景観専門委員会」が合同で議論した第１回委員会に始まり、10回の景観専門委員会と 11回の大橋川周辺まちづくり検討

委員会、市民意見交換会や専門家による検討、地元説明会での意見を反映しながら議論を重ね、「大橋川周辺まちづくり基本計画」をとりまとめるまでの経過を以下に示す。 
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【資料－３】大橋川改修技術検討懇談会からの助言と概要 
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【資料－４】市民との意見交換 

委員会で検討する項目への反映を目的に、ワークショップやフィールドワークを通して 

市民との意見交換を行った。 

委員会が主催した「市民意見交換会」や「市民のみなさまに意見を述べていただく会」の 

開催概要を以下に示す。 

 

 

■第１回・・・大橋川周辺まちづくりについて考える市民意見交換会 

 

 

■第２回・・・ 

市民の意見を大橋川周辺まちづくり基本計画に反映させるための市民意見交換会 

項目 概  要 

日時 平成 19 年 8 月 11 日（土）10:00～17:00 

会場 午前の部（松江大橋～新大橋間の大橋川沿い）、午後の部（松江テルサ） 

参加者 午前の部 83 名、午後の部 67名 （延べ 91名） 

テーマ 午前の部：みんなで歩いてみよう 

午後の部：みんなで話しあおう  ①まちづくりの具体像について 

②堤防形状について 

 

■第３回・・・市民のみなさまに意見を述べていただく会 

項目 概  要 

日時 平成 20 年 7 月 5 日（土）10:00～17:00 

会場 島根県職員会館 ２階 多目的ホール 

参加者 発表者 15名  傍聴者 117 名 

 

■第４回・・・大橋川周辺まちづくり基本計画についての市民意見交換会 

項目 概  要 

日時 平成 20 年 12 月 13 日（土）9:30～16:00 

会場 島根県民会館 

参加者 参加者 91名 

テーマ ①「大橋川周辺まちづくり基本計画」について 

 

項目 概  要 

日時 平成 18 年 9 月 10 日（日）10:00～17:00 

会場 くにびきメッセ 

参加者 93 名 

テーマ ①「平成 18 年 7 月豪雨について」 

②大橋川周辺まちづくり基本方針（委員会案）について 

【
資
料
４
】
市
民
と
の
意
見
交
換

合計４回開催  延べ４０７人参加 

第１回 第２回 

第３回 第４回 

旧松江市内を中心に配付したチラシ （公共施設などを中心に拡大ポスターを掲示した） 
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第１回・・・大橋川周辺のまちづくりについて考える市民意見交換会
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第２回・・・市民の意見を大橋川周辺まちづくり基本計画に反映させるための市民意見交換会
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第３回・・・市民のみなさまに意見を述べていただく会
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第４回・・・大橋川周辺まちづくり基本計画についての市民意見交換会
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【資料－５】地元説明会の開催状況 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合計 70 回開催  延べ 1,576 人 ＋白潟地区個別ヒアリング 66 件 

【
資
料
５
】
地
元
説
明
会
の
開
催
状
況

「大橋川周辺まちづくり基本方針（委員会案）」作成以降の説明会開催状況＞


